
議案第２１号  
韓国晋州教育支援庁との児童教育交流事業について  

１ 交流事業に関する懸案事項 
■晋州教育支援庁の前庭に「少女像」が設置され、平成 29年 3月 1日に除幕式が行

われた。慶尚南道（晋州市がある県に相当）教育監がその除幕式に出席している。 

■晋州教育支援庁が、前庭を「少女像」の設置場所として貸している。 

■11～3月にかけて、交流事業について晋州教育支援庁の担当者とメールのやりとり

をした。晋州教育支援庁側は、「少女像」は平和を願う思いを込めたもので、市の

状況は今までと変わらず、交流可能であるという意思を示している。  
２ 少女像に関すること 
■2011 年にソウル特別市にある在大韓民国日本国大使館前の歩道上に「平和の少女

像」が行政の許可なく設置された。その後大韓民国はもとより、アメリカ合衆国、

カナダ、オーストラリア、中華人民共和国に次々と設置されている。 

■昨今、設置運動が加速しており、韓国国内の少女像は 60体前後に上っているとみ

られる。 

■2016年 12月に釜山の日本国総領事館前に少女像が設置されたことで、国は駐韓日

本大使と釜山総領事を一時帰国させるなどの対抗措置をとった。  
３ 韓国との交流事業を行っている他都市の状況について 
■松山市➡中止を決定 

・ 平澤市（ピョンテク市）と中学生が交流。 

・ 今年度の派遣中止を決定し、国際交流課長が訪韓してその旨を伝達。 

■青森市➡中止を決定 

・ 平澤市（ピョンテク市）と中学生が交流。 

・ 昨年度、メイン会場（青少年文化センター）に少女像が設置された。 

・ 別の施設を利用した交流実施を提案されたが、今年度は中止を決定し、メール
にてその旨を送付。 

■小牧市➡中止を決定 

・ 安養市（アニャン市）と中学生派遣交流を行っている。 

・ 市役所の前の公園に少女像が設置され、安養市長が除幕式で祝辞を述べており、
親書にて遺憾の意を表明。 

■北名古屋市➡検討中 

・ 務安郡（ムアン郡）と中学生派遣交流を行っている。 

・ 中止の方向で検討中。 

■新城市➡実施 

・ 大邱市（テグ市）と中学 3 年生が交流。大邱市に少女像が建ったことを市民か

らの情報で知ったが、安全上、特段問題はないと判断している。   

４ その他の情報 
■外務省の海外安全情報 → 北朝鮮により、核実験や弾道ミサイルの発射が繰り返

されていることから、4 月 11 日、朝鮮半島情勢に関

する情報への注意を呼びかけ。 


